
福山市こども 110 番事業 
～こどもたちを犯罪被害から守るために～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 訓練の概要（所要時間約 50 分 ※訓練時間など，各学校のご要望により実施可能です。） 

① 学習時間（ビデオ，パンフレット等による学習） 10 分～20 分程度 

② 実技時間（不審者からの駆込み，子ども保護，110 番通報の各訓練） 25 分程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 小学校児童（全学年） 

主 催 福山市，福山市教育委員会，こども 110 番参画事業者 

協 力 福山東警察署，福山西警察署，福山北警察署 

開 催 随時実施 

※詳細については，青少年課までお問合せください。 

 

 

 

 

 
【こども 110 番事業とは？】 

子どもたちが不審者からの「声かけ，ちかん，付きまとい行為」など犯罪の被害や恐れを受けて，

身の危険を感じたときに避難場所として駆け込み，住民等が一時的に保護して警察に通報したり，

犯罪に限らず，いじめや自然災害による被害，また体調不良やけがなど突然起きた困ったことから，

子どもたちが駆け込む場所として，各地域においてご協力いただいている制度です。 

お問い合わせ先 

福山市 市民局 まちづくり推進部 青少年課 

☎084（928）1046 

担当：岡崎 井上 

 

 

こども 110 番事業を周知するとともに，不審者発生や付きまとい等の事案を想定し

た駆け込み訓練を小学生に行い，子どもの危険回避能力の向上を目的として実施しま

す。 


